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船舶事故調査報告書 

 

平成２３年１０月２７日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

委   員  庄 司 邦 昭 

委   員  石 川 敏 行 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２３年５月１５日（日） １２時３５分ごろ 

発生場所 茨城県日立市日立港東防波堤灯台から真方位１６６°１,７００ｍ付近 

（概位 北緯３６°２８. ０′ 東経１４０°３８. ２′） 

事故調査の経過 平成２３年５月２７日、本事故の調査を担当する主管調査官（横浜事務

所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

船種船名、総トン数 

船舶番号、船舶所有者等 

Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

機関、出力、進水等 

 

Ａ 遊漁船 第三日 正
にっしょう

丸、９.１トン 

２３１－１０２５２茨城、個人所有 

１４.０３ｍ（Lr）×３.３４ｍ×１.３１ｍ、ＦＲＰ 

ディーゼル機関、２３５.３６kＷ、昭和４８年１１月 

Ｂ モーターボート マモル８号、０.９トン 

２３２－３９１７７茨城、守運輸株式会社 

６.４７ｍ（Lr）×２.００ｍ×０.４７ｍ、ＦＲＰ 

ディーゼル機関、５４.５０kＷ、不詳 

乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ４０歳 

一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

免許登録日 平成９年７月４日 

免許証交付日 平成１９年６月２６日 

（平成２４年７月３日まで有効） 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ７１歳 

一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

免許登録日 平成１６年３月２５日 

免許証交付日 平成２０年９月５日 

（平成２６年３月２４日まで有効） 

死傷者等 Ａ なし 

Ｂ 負傷 ４人（船長及び乗船者） 

損傷 Ａ なし 

Ｂ 右舷船首部の防舷物４か所の固定ロープ切断 

事故の経過 Ａ船は、船長Ａが１人で乗り組み、釣り客４人が乗船して日立港沖を帰

航のため、日立市日立久慈漁港に向けて約１４ノットで北進した。 

船長Ａは、遠方の日立港沖の作業船等に注意していたが、漂泊中のＢ船

の船体塗色が青色で見えづらかったため、Ａ船の船首方約３０ｍになって

初めてＢ船に気付き、右舵をとって避航しようとした。 

Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、友人３人が乗船して日立港東防波堤

南南東沖において、船首を東方に向け、機関中立にして釣りを行いながら
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漂泊していた。 

船長Ｂは、真っすぐに接近してくるＡ船に気付いたが、Ａ船を巡視船と

思い、動静確認を中断し、立入検査準備のために法定書類を船橋内に取り

に行き、Ａ船が間近に来た時に巡視船でないことに気付いて左舵をとっ

た。 

両船は、平成２３年５月１５日１２時３５分ごろ、Ａ船の船首左舷側と

Ｂ船の船首右舷側が衝突した。 

Ｂ船は、衝突によって揺れ、全乗船者４人が腰椎打撲等の負傷を負っ

た。 

気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 南、風力 ２、視界 良好 

海象：波高 約１.５ｍ 

その他の事項 船長Ａは、目視のみで見張りを行い、レーダーは起動していたが、使用

していなかった。 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

なし 

Ａ船は航行中、Ｂ船は漂泊中、日立港東防波堤

南南東沖において、両船が衝突したものと考えら

れる。 

船長Ａは、目視のみで見張りを行い、Ｂ船の船

体塗色が青色で見えづらく、レーダーを使用した

適切な見張りを行っていなかったことから、Ｂ船

に接近するまで気付かなかったものと考えられ

る。 

船長Ｂは、Ａ船をＢ船に接近する巡視船と思い

込み、Ａ船に対する適切な見張りを行っていな

かったことから、Ａ船が間近に接近して巡視船で

ないことに気付いたものと考えられる。 

原因 本事故は、日立港東防波堤南南東沖において、Ａ船が航行中、Ｂ船が漂

泊中、両船が適切な見張りを行っていなかったため、両船が衝突したこと

により発生したものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考えられ

る。 

・レーダーを併用する等の適切な見張りの励行  




